




　今日の母子保健・医療活動を充足するには,何よりも基本的な活動要員とし

ての看護要員の充足が計られなければならない。ヘルス・マン・パワーの推定

については,橋本正己らによる厚生省の特別研究「ヘルスマンパワーの将来需

給」に関する報告や総理府,経済企画庁らの研究などによって,若干の数値が報

告されている。しかしこれらの報告は,全く行政的な立場からするもので,たと

えば松野(かおる)は,働きかけの密度の算定を行政的基準において,新生児・乳

児に対する訪問頻度をア・プリオリに 2回ときめ,必要看護量を求めている。


